
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
令
和
七
年
六
月
一
八
日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

神
奈
川
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

委
員
長 

保 

阪 
 

努 

  
 



（一） 

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
） 

  

（イ） 
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体 

 

政
治
団
体 

 

代
表
者 

 
 

会
計
責
任  

主
た
る
事
務 

公
職
の
種
類 

公
職
の
候
補
者
の 

 
 

届
出
年
月
日  

 

の
名
称 

 
 

の
氏
名 

 
 

者
の
氏
名  

所
の
所
在
地 

（
第
一
号
） 

氏
名
及
び
公
職
の 

 
  

 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

種
類
（
第
二
号
） 

 
  

 
 
 
 
  

 

 

丸
尾
な
つ 

丸
尾
南
都
子 

大
島 
重
信 

神
奈
川
県
横 

衆
議
院
議
員 

丸
尾
南
都
子
、
衆 

 

七
、 

四
、
三
〇 

子
後
援
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浜
市
中
区
元 

 
 
 
 
 
 

議
院
議
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町
三
―
一
四 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七
―
七 

エ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ポ
ッ
ク
元
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

汐
汲
坂
一
〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

（ロ） 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体 

  

政
治
団
体
の
名
称 

 
 

代
表
者 

 
 

会
計
責
任  

 
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 
 
 

届
出
年
月
日  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
氏
名 

 
 

者
の
氏
名  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 



 
海
老
あ
や
の
後
援
会 

 

海
老
あ
や
の 

武
元
み
き
え 

神
奈
川
県
横
須
賀
市
長
沢
六
―
二
九 

 

七
、 

四
、
三
〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
八 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

み
た
き
み
こ
後
援
会 

 

三
田
希
美
子 

三
田 

浩
也 

神
奈
川
県
横
須
賀
市
若
松
町
二
―
七 

 

七
、 

四
、 

七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤
田
ビ
ル
三
Ｆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


